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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面の展示面に商品見本の底部よりも小さい取付け穴が形成され、
前記取付け穴の下方に、前記取付け穴を横切る方向に延びて前記商品見本の底部に形成さ
れ前記取付け穴に挿入される挿入部の下端の底板の上面に当たる係止部が形成され、
前記係止部の先端と、前記係止部の先端に対向する前記取付け穴の縁との間に、前記底板
を前記係止部の下に差し込むための空間が形成された
商品見本展示台。
【請求項２】
　前記係止部が、前記取付け穴の後端位置から前方に向けて延設された
請求項１に記載の商品見本展示台。
【請求項３】
　前記係止部の先端部に、上方に傾斜する反り返り部が形成された
請求項１または請求項２に記載の商品見本展示台。
【請求項４】
　前記係止部に、前記係止部の厚み方向に貫通する採光窓が形成された
請求項１から請求項３のうちいずれか一項に記載の商品見本展示台。
【請求項５】
　前記取付け穴の下方に、前記挿入部の前記底板を受ける受け板が形成された
請求項１から請求項４のうちいずれか一項に記載の商品見本展示台。
【請求項６】
　前記受け板に、前記底板の後方側縁部において下方に向けて突出した鍔部が係止する鍔
係止部が形成された
請求項５に記載の商品見本展示台。
【請求項７】
　全体が透光性を有する
請求項１から請求項６のうちいずれか一項に記載の商品見本展示台。
【請求項８】
　商品見本を展示する展示室を備えた自動販売機であって、
請求項１から請求項７のうちいずれか一項に記載の商品見本展示台を複数組み合わせて、
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前記展示室に配置した
自動販売機。
【請求項９】
　展示室に商品見本を取り付ける展示板が備えられる自動販売機であって、
請求項１から請求項７のうちいずれか一項に記載の商品見本展示台を、前記展示板に代え
て備えた
自動販売機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】商品見本展示台及び自動販売機
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば飲料ボトル、飲料缶、飲料瓶等の自動販売機が販売する商品と酷似
する大きさ、及び形状に形成した商品見本を、販売機本体の外扉に設けた展示室内に展示
する際に用いられる商品見本展示台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在まで、上述のような商品見本を展示するための展示台としては、様々なものが多数
提案されており、特許文献１に開示の自動販売機の商品見本展示装置も、このような展示
台の一つである。　
　特許文献１の自動販売機の商品見本展示装置は、断面半円弧状に形成した商品見本の下
部に略水平方向の外力を加えて、該商品見本の下向きに膨らませた底板を、展示台の水平
板に形成した半月状の穴に挿入し、該穴内に形成した突起の下側に係止した後、商品見本
の下部に対する外力を除去し、底板が膨らむ前の状態に復元しようする際の復元力により
、底板の上面を突起に押し当て、底板の下面を水平板に押し当てて、商品見本を展示台に
取り付ける。
【０００３】
　しかし、展示台の水平板に形成した穴は、商品見本の下向きに膨らませた底板を挿入す
るための穴であり、商品見本の下部（底部に相当する部分）を挿入するための穴ではない
。底板の上下両面を水平板、及び突起に対して略水平に押し当てるだけであるため、自動
販売機が発生する微細な振動であっても、商品見本の向き及び位置が水平方向へ変位しや
すく、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に保つことが困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１６２２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に取り付けることがで
きる商品見本展示台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そのための手段は、上面の展示面に商品見本の底部よりも小さい取付け穴が形成され、
前記取付け穴の下方に、前記取付け穴を横切る方向に延びて前記商品見本の底部に形成さ
れ前記取付け穴に挿入される挿入部の下端の底板の上面に当たる係止部が形成され、前記
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係止部の先端と、前記係止部の先端に対向する前記取付け穴の縁との間に、前記底板を前
記係止部の下に差し込むための空間が形成された商品見本展示台である。
【０００７】
　上記商品見本は、例えば自動販売機が販売する飲料ボトル、飲料缶、飲料瓶等の商品と
酷似する大きさ、及び形状に形成した半割り形状の商品見本、あるいは、円筒形状の商品
見本で構成することができる。
【０００８】
　この発明の商品見本展示台は、自動販売機における商品見本を展示する展示室に備えら
れ、展示室内に備えた展示板とともに、又は展示室に備えられる展示板に代えて使用され
る。
【０００９】
　この発明では、商品見本の底部における挿入部よりも外周側の部分が展示面における取
付け穴の周囲に当たり、この状態を、取付け穴の下方に形成された係止部が挿入部の底板
の上面に当たって保持する。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に取り付けるこ
とができる商品見本展示台を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１の商品見本展示台を設置した自動販売機の正面図。
【図２】展示室内に配置した展示板の斜視図。
【図３】所望する種類の商品見本を２個展示する商品見本展示台の斜視図。
【図４】販売促進体を取り付ける商品見本展示台の斜視図。
【図５】取付け穴を２個備えた商品見本展示台の斜視図。
【図６】商品見本展示台を斜め下方から見た斜視図。
【図７】商品見本展示台の平面図、及び底面図。
【図８】半割り形状の商品見本を商品見本展示台に取り付ける際の説明図。
【図９】円筒形状の商品見本を商品見本展示台に取り付ける際の説明図。
【図１０】取付け穴を１個備えた実施例２の商品見本展示台の斜視図。
【図１１】所望する種類の商品見本を１個展示する商品見本展示台の斜視図。
【図１２】取付け穴を３個備えた実施例３の商品見本展示台の斜視図。
【図１３】所望する種類の商品見本を３個展示する商品見本展示台の斜視図。
【図１４】取付け穴を備えた実施例４の商品見本展示台の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この発明の態様として、商品見本が取り付けられる取付け穴を台本体の展示面に備え、
前記取付け穴は、前記商品見本の底部に形成した挿入部の挿入が許容される大きさ、及び
形状を有し、前記取付け穴の下面側周縁部に、前記挿入部の挿入が許容される受け部を設
け、前記受け部の内部に、前記挿入部の下端部に形成した底板を係止するための係止部を
設け、前記係止部を、前記受け部における前記底板を前記係止部に係止する係止方向と対
応する内周側から、該係止方向と逆方向に向けて略水平に延びるように形成した商品見本
展示台とすることができる。
【００１３】
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に取り付けるこ
とができる。　
　詳しくは、例えば半割り形状の商品見本を商品見本展示台の取付け穴に取り付ける際に
、商品見本の底部に外力を加えて、底部における挿入部の底板を下方に向けて弧状に湾曲
した後、挿入部の湾曲した底板を、台本体の取付け穴に対して前方側斜め上方から挿入し
、湾曲した底板を受け部の係止部の下側に対して係止方向に係止する。
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【００１４】
　挿入部の底板を受け部の係止部に係止した際に、底部から外力を取り除くと、底板自体
が湾曲する前の状態に復元しようとする復元力により、該底板の上面側を係止部の下面側
に押し当てるとともに、底部の下面側を台本体における取付け穴の周囲の展示面に押し当
てる。　
　つまり、挿入部の底板を受け部の係止部に押し当てるため、商品見本が垂直方向にガタ
付くことを防止することができる。
【００１５】
　さらに底部の挿入部を取付け穴の受け部に挿入して、挿入部の外周面を受け部の内周面
に対して径方向に接触（例えば面接触、あるいは、線接触）させるため、商品見本が水平
方向にガタ付くことを防止することができる。
【００１６】
　この結果、商品見本が垂直方向、及び水平方向にガタ付くことを防止する効果が相乗し
て得られるため、商品見本の向き、高さ、及び位置が変位することを防止することができ
るとともに、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に保つことができる。
【００１７】
　この発明の態様として、前記受け部の下端部に、前記挿入部の下端側内周面に形成した
底板が押し当てられる受け板を設けることができる。　
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に確実に取り付
けることができる。
【００１８】
　詳しくは、商品見本の底部に形成した挿入部の底板を、台本体の取付け穴に挿入して受
け部の係止部に係止した際に、底板自体の復元力により、底板の上面側を係止部の下面側
に押し当てるとともに、底板の下面側を受け板の上面側に押し当てる。
【００１９】
　すなわち、挿入部の底板を受け部の係止部、及び受け板に対して押し当てるため、商品
見本が垂直方向にガタ付くことを確実に防止することができる。　
　この結果、商品見本の向き、及び高さが変位することを確実に防止することができると
ともに、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に確実に保つことができる。
【００２０】
　またこの発明の態様として、前記受け板における前記底板が押し当てられる部分に、前
記底板を前記係止部に係止する係止方向と直交して、該底板の下面側に形成した鍔部が係
止される鍔係止部を設けることができる。　
　上記鍔係止部は、例えば溝部を含む凹部、突起を含む凸部等で構成することができる。
【００２１】
　この発明によれば、商品見本を所定の展示位置に取り付けることができる。　
　詳しくは、挿入部の底板を受け部の係止部に係止する係止方向と直交して、該底板に形
成した鍔部を、受け板に形成した鍔係止部に対して係止するため、商品見本の展示位置が
係止方向と平行する方向へ変位することを防止することができる。　
　この結果、商品見本を、所定の展示位置に取り付けた状態に保つことができる。
【００２２】
　またこの発明の態様として、前記係止部における前記係止方向と対応する端部に、前記
挿入部を前記受け部に挿入した状態において、該挿入部の内周面に対して押し当てられる
規制部を設け、前記規制部と前記受け部との間を、前記挿入部が径方向に挟持される間隔
に設定することができる。
【００２３】
　この発明によれば、商品見本を所定の展示位置に確実に取り付けることができる。　
　詳しくは、例えば円筒形状を有する商品見本の底部に形成した挿入部を、商品見本展示
台に形成した取付け穴に挿入する際に、商品見本の底部に形成した挿入部を、商品見本展
示台に形成した取付け穴の受け部と、係止部に形成した規制部との対向面間に挿入して、
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該挿入部を取付け穴と規制部との対向面間に挟持する。　
　この結果、商品見本を、所定の展示位置に取り付けた状態に確実に保つことができる。
【００２４】
　またこの発明の態様として、前記規制部における前記挿入部の内周面が押し当てられる
面を、該挿入部の内周面と対応する曲率半径に形成するとともに、該挿入部を前記受け部
に挿入する方向に向けて徐々に大径となるテーパ面に形成することができる。
【００２５】
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態に正確に取り付
けることができる。　
　詳しくは、例えば円筒形状を有する商品見本の底部に形成した挿入部を、商品見本展示
台の取付け穴に形成した受け部に挿入する際に、挿入部の内周面を係止部に形成した規制
部のテーパ面に押し当てながら挿入して、該挿入部を受け部と規制部との対向面間に挟み
込むとともに、該挿入部の外周面を受け部の内周面に対して接触（例えば面接触、あるい
は、線接触）させる。
【００２６】
　これにより、挿入部の外周面と受け部の内周面との間に生じる接触抵抗に加えて、挿入
部の内周面と規制部のテーパ面との間に生じる接触抵抗が相乗して得られるため、商品見
本の向き及び高さが変位することを積極的に防止することができる。　
　この結果、商品見本を、所定の向き及び高さに正確に取り付けることができる。
【００２７】
　またこの発明の態様として、前記係止部における前記底板を係止する係止方向と逆方向
の端部に、該逆方向に向けて徐々に高くなる反り返り部を設けることができる。　
　上記反り返り部は、例えば半割り形状を有する商品見本の底部に形成した挿入部の底板
を、係止部の下側に係止する係止方向と逆方向に向けて徐々に高くなる斜面、あるいは、
逆方向に向けて徐々に高くなる曲面等を含む概念である。
【００２８】
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態により確実に保
つことができる。　
　詳しくは、挿入部の弧状に湾曲した底板を、受け部に設けた係止部の下側に係止する際
に、挿入部の底板を係止部の反り返り部に当接して、該底板を係止部の下側にガイドする
ため、挿入部の底板を受け部の係止部に対して確実に係止することができる。　
　この結果、商品見本を、台本体の取付け穴に対して取り付ける作業が簡単かつ容易に行
える。
【００２９】
　この発明の態様として、前記受け部の前記受け板に、該受け板の下方に配置した光源か
ら投光される光を採光する採光窓を設けることができる。　
　この発明によれば、商品見本展示台上に取り付けた商品見本を目立たせることができる
。
【００３０】
　詳しくは、挿入部の底板を受け部の受け板に押し当てても、光の採光が妨げられず、受
け板の下方から投光される例えば光源の光を、受け部の受け板に設けた採光窓を介して、
取付け穴に取り付けた商品見本の内部に対して採光することができる。
【００３１】
　これにより、商品見本展示台上に取り付けた商品見本を立体的に発光させるとともに、
該商品見本に印刷又は装着された表示内容（例えば商標、文字、模様、図柄等）を明瞭に
表示することができる。　
　この結果、商品見本に対する注目度、及びアピール度を高めることができる。
【００３２】
　またこの発明の態様として、前記係止部における前記底板を係止する部分に、該底板に
形成した光を透過する透過部と対向して、該光を採光する採光窓を設けることができる。
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【００３３】
　この発明によれば、商品見本展示台上に取り付けた商品見本をより確実に目立たせるこ
とができる。　
　詳しくは、挿入部の底板を受け部の係止部に係止しても、光の採光が妨げられず、例え
ば光源から投光される光を、係止部における挿入部の底板を係止する部分に設けた採光窓
と、底板に形成した透過部とを介して、取付け穴に取り付けた商品見本の内部に対してよ
り確実に採光することができる。
【００３４】
　この結果、商品見本展示台上に取り付けた商品見本をより確実に発光させることができ
るとともに、該商品見本に印刷又は装着された表示内容をより明瞭に表示することができ
る。
【００３５】
　またこの発明の態様として、前記取付け穴及び前記受け部における径方向に対向する両
側縁部に、前記底部の両側縁部に形成した本係止部が係止される切欠き部を設けることが
できる。　
　この発明によれば、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態により正確に取
り付けることができる。
【００３６】
　詳しくは、例えば半割り形状、あるいは、円筒形状の商品見本を商品見本展示台の取付
け穴に取り付ける際に、商品見本における底部の両側縁部に形成した本係止部を、取付け
穴及び受け部の両側縁部に形成した切欠き部にそれぞれ係止する。
【００３７】
　これにより、商品見本が、取付け穴における径方向の中心部を中心として水平方向に回
転することを防止することができる。　
　この結果、商品見本の向き、及び位置が変位することをより確実に防止することができ
るとともに、商品見本を、所定の展示方向に向けて展示した状態により正確に保つことが
できる。
【００３８】
　この発明の一実施形態を以下図面に基づいて詳述する。　
　（実施例１）　
　図１は実施例１の商品見本展示台１０Ａを設置した自動販売機１の正面図、図２は展示
室４内に配置した展示板５の斜視図、図３は商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を
２個展示する商品見本展示台１０Ａの斜視図である。
【００３９】
　なお、後述する商品見本Ａ，Ｂの前後方向ＦＲは、例えば商品名が印刷された正面側を
前方Ｆとし、商品名以外の内容が印刷された背面側を後方Ｒとして設定している。　
　商品見本展示台１０Ａの前後方向ＦＲは、商品見本Ａ，Ｂの前後方向と一致する方向で
あり、具体的には平面から見て波形状に形成した側を前方Ｆとし、前方Ｆに対して反対の
側を後方Ｒとして設定している。左右方向ＲＬとは、前後方向ＦＲに対して平面方向にお
いて交差する方向である。
【００４０】
　実施例１の商品見本展示台１０Ａは、自動販売機１が販売する図示しない商品と酷似す
る大きさ、及び形状に形成した半割り形状の商品見本Ａ、あるいは、円筒形状の商品見本
Ｂのうち所望する種類の見本を、販売機本体２の外扉３に設けた展示室４に展示する際に
用いられ、商品見本Ａ，Ｂを商品名が印刷された正面と、自動販売機１の正面とが一致す
る所定の展示方向に向けて展示するための展示台である（図１参照）。
【００４１】
　展示室４は、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を展示するための展示板５を展
示室４内の下方に配置している。展示板５における左右方向ＲＬに延びる略水平な展示面
には、商品見本Ａ，Ｂを取り付けるための平面視略丸形状の開口部６を開口している。開
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口部６は、商品見本Ａ，Ｂの展示数に応じて複数開口され、展示板５に沿って左右方向Ｒ
Ｌに所定間隔を隔てて複数配置している（図２参照）。
【００４２】
　開口部６における径方向（左右方向ＲＬ）に対向する両側縁部には、後述する仮係止部
Ａ８，Ｂ８を仮係止する窪み部７と、後述する本係止部Ａ７，Ｂ７を本係止する切欠き部
８とを形成している（図２参照）。
【００４３】
　窪み部７は、開口部６における径方向の中心部を中心として、切欠き部８に対して周方
向に所定角度に偏心した位置、具体的には、開口部６における右斜め前方、及び左斜め後
方の内周縁部に形成している。　
　展示板５の下方には、光源９（例えば蛍光灯）を開口部６と対向して配設している。光
源９は、開口部６に取り付けられた商品見本Ａ，Ｂの内部に向けて投光する（図２参照）
。
【００４４】
　半割り形状の商品見本Ａは、図示しない飲料ボトルと酷似する大きさ、及び形状に透光
性を有するプラスチックで透明、又は半透明に形成され、図示しない飲料ボトルを前後方
向ＦＲの中央部で縦割りした前半分と対応する大きさ、及び形状に形成した半割り形状の
本体部Ａ１と、本体部Ａ１の底部Ａ２Ａに形成した横断面視略半円形状の挿入部Ａ３とを
備えている（図２、図３参照）。
【００４５】
　本体部Ａ１の正面側には、飲料ボトルに印刷された表示内容（例えば商品名、文字、模
様、図柄、色彩等）と略同一、又は酷似する内容を印刷している。また、表示内容を印刷
する代わりに、例えば表示内容が印刷された図示しないラベルを本体部Ａ１に装着しても
よい。
【００４６】
　本体部Ａ１の底部Ａ２Ａは、展示板５に開口した開口部６より大きく、該開口部６にお
ける周囲の展示面に対して垂直に押し当てられる大きさ、及び形状に形成している。底部
Ａ２Ａの下面側中央部には、該底部Ａ２Ａより一回り小さい横断面視略半円形状の挿入部
Ａ３を下方に向けて垂直に形成している（図２、図３参照）。
【００４７】
　挿入部Ａ３は、開口部６の内径より一回り小さく、該開口部６に対して挿入が許容され
る大きさ、及び形状に形成している。該挿入部Ａ３の前側外周面は、開口部６の前側内周
面に対して面接触、あるいは、線接触が許容される外径に形成している（図２、図３参照
）。
【００４８】
　挿入部Ａ３の下端側内周部には、該挿入部Ａ３の横断面と対応する大きさ、及び形状に
形成するとともに、撓み変形が許容される肉厚に形成した平面視略半円形状の底板Ａ４を
形成している。底板Ａ４の後方側平面部には、該底板Ａ４より一回り小さい平面視略半円
形状の透過部Ａ５を、該底板Ａ４の後方側縁部の中央部を中心として形成している（図２
、図３参照）。
【００４９】
　具体的には、底板Ａ４における透過部Ａ５と対応する部分に印刷せず、透光性を有する
プラスチックで形成した透明な部分を透過部Ａ５として設定している（図２、図３参照）
。　
　なお、底板Ａ４における透明な部分を透過部Ａ５とする代わりに、例えば光源９から投
光される光を採光する採光窓を底板Ａ４に開口してもよい。
【００５０】
　挿入部Ａ３における径方向（左右方向ＲＬ）に対向する両側縁部には、上述した開口部
６の切欠き部８に対して係止される本係止部Ａ７を径外方向に向けて突出している。挿入
部Ａ３における右斜め前方の周面には、該開口部６の窪み部７に対して仮係止される仮係



(8) JP 2017-73025 A5 2019.2.14

止部Ａ８を径外方向に向けて突出している。　
　また、本体部Ａ１、底部Ａ２Ａ、挿入部Ａ３、及び底板Ａ４の後方側縁部には、該後方
側縁部より外側に向けて突出する鍔部Ａ４Ａを形成している（図２、図３参照）。
【００５１】
　円筒形状の商品見本Ｂは、図示しない飲料缶と酷似する大きさ、及び形状に透光性を有
するプラスチックで透明、又は半透明に形成され、飲料缶の前半分と対応する曲率半径に
可撓可能な見本ラベルＢ１と、該見本ラベルＢ１を上記曲率半径に湾曲した状態に保持す
るラベル保持枠Ｂ２とを備えている（図２、図３参照）。
【００５２】
　見本ラベルＢ１の正面側には、飲料缶に印刷された表示内容（例えば商品名、文字、模
様、図柄、色彩等）と略同一、又は酷似する内容を印刷している。また、表示内容を印刷
する代わりに、該表示内容が印刷された図示しないシールをラベルに貼着してもよい。
【００５３】
　ラベル保持枠Ｂ２は、上記曲率半径に湾曲した見本ラベルＢ１の上端側を保持する上側
保持部Ｂ３と、該見本ラベルＢ１の下端側を保持する下側保持部Ｂ４とを有している。　
　下側保持部Ｂ４の底部Ｂ２Ｂは、展示板５に開口した開口部６より大きく、該開口部６
における周囲の展示面に対して垂直に押し当てられる大きさ、及び形状に形成している。
底部Ｂ２Ｂの下面側中央部には、光源９から投光される光を採光する平面視略丸形状の採
光窓Ｂ５を開口している（図２、図３参照）。
【００５４】
　採光窓Ｂ５の下面側周縁部には、下側保持部Ｂ４より一回り小さい横断面視略円筒形状
の挿入部Ｂ６を下方に向けて垂直に形成している。　
　挿入部Ｂ６は、展示板５に開口した開口部６の内径より一回り小さく、該開口部６に対
して挿入が許容される大きさ、及び形状に形成している。該挿入部Ｂ６の外周面は、開口
部６の内周面に対して面接触、あるいは、線接触が許容される外径に形成している（図２
、図３参照）。
【００５５】
　挿入部Ｂ６における径方向（左右方向ＲＬ）に対向する両側縁部には、上述した開口部
６の切欠き部８に対して係止される本係止部Ｂ７と、該開口部６の窪み部７に対して仮係
止される仮係止部Ｂ８とを、径外方向に向けて突出している（図２、図３参照）。
【００５６】
　本係止部Ｂ７は、挿入部Ｂ６の外周縁部より径外方向に向けて突出するとともに、切欠
き部８に対して差し込み可能であって、該切欠き部８の裏面側縁部に対して係止される大
きさ、及び形状に形成している（図２、図３参照）。
【００５７】
　仮係止部Ｂ８は、挿入部Ｂ６における径方向の中心部を中心として、本係止部Ｂ７に対
して周方向に所定角度に偏心した位置に形成するとともに、開口部６の内周縁部に対して
当接される径内方向に変位した状態と、開口部６の窪み部７に対して仮係止される径外方
向に変位した状態とに弾性変位可能に形成している（図２、図３参照）。
【００５８】
　上述の販売促進体Ｃ，Ｄを展示する商品見本展示台１０Ａの構造について説明する。　
　図４は販売促進体Ｃ，Ｄを取り付ける商品見本展示台１０Ａの斜視図、図５は取付け穴
１２を２個備えた商品見本展示台１０Ａの斜視図であり、詳しくは、図５（ａ）は商品見
本展示台１０Ａを前側斜め上方から見た斜視図、図５（ｂ）は商品見本展示台１０Ａを後
側斜め上方から見た斜視図である。
【００５９】
　図６は商品見本展示台１０Ａを斜め下方から見た斜視図であり、詳しくは、図６（ａ）
は商品見本展示台１０Ａを前側斜め下方から見た斜視図、図６（ｂ）は商品見本展示台１
０Ａを後側斜め下方から見た斜視図である。
【００６０】
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　図７は商品見本展示台１０Ａの平面図、及び底面図であり、詳しくは、図７（ａ）は商
品見本展示台１０Ａの平面図、図７（ｂ）は商品見本展示台１０Ａの底面図である。図８
は半割り形状の商品見本Ａを商品見本展示台１０Ａに取り付ける際の説明図、図９は円筒
形状の商品見本Ｂを商品見本展示台１０Ａに取り付ける際の説明図である。
【００６１】
　図８は半割り形状の商品見本Ａを商品見本展示台１０Ａに取り付ける際の説明図であり
、詳しくは、図８（ａ）は挿入部Ａ３の底板Ａ４を係止部１８の下側に差し込む際の断面
図、図８（ｂ）は挿入部Ａ３の底板Ａ４を係止部１８の下側に係止した状態の断面図であ
る。　
　図９は円筒形状の商品見本Ｂを商品見本展示台１０Ａに取り付ける際の説明図である。
【００６２】
　商品見本展示台１０Ａは、透光性を有するプラスチックにより透明、又は半透明に形成
した平面視略矩形の台本体１１を備えている。該台本体１１は、商品見本Ａ，Ｂのうちい
ずれか一方の見本、あるいは、両方の見本を、左右方向ＲＬに２個展示することができる
大きさ、及び形状に形成している（図３～図９参照）。
【００６３】
　台本体１１における左右方向ＲＬに延びる略水平な展示面には、商品見本Ａ，Ｂが取り
付けられる平面視略丸形状の取付け穴１２を形成している。　
　該取付け穴１２は、上述の展示板５に開口した開口部６と対応する大きさ、及び形状に
形成するとともに、該台本体１１の左右方向ＲＬに開口部６と対応する間隔を隔てて２個
配置している（図３～図９参照）。
【００６４】
　取付け穴１２の下面側周縁部には、商品見本Ａ，Ｂの挿入部Ａ３，Ｂ６の挿入が許容さ
れる横断面視略円筒形状の受け部１３を下方に向けて垂直に形成している。　
　取付け穴１２における径方向（左右方向ＲＬ）に対向する両側縁部には、商品見本Ａ，
Ｂにおける挿入部Ａ３，Ｂ６の仮係止部Ａ８，Ｂ８が仮係止される窪み部１４と、該挿入
部Ａ３，Ｂ６の本係止部Ａ７，Ｂ７が係止される切欠き部１５とを形成している（図３～
図９参照）。
【００６５】
　窪み部１４、及び切欠き部１５は、受け部１３における左右方向ＲＬに対向する両側内
周面にも連続して形成している。また、窪み部１４は、取付け穴１２における径方向の中
心部を中心として、切欠き部１５に対して周方向に所定角度に偏心した位置に形成してい
る（図３～図９参照）。
【００６６】
　受け部１３は、挿入部Ａ３，Ｂ６の外径より一回り大きく、該挿入部Ａ３，Ｂ６の挿入
が許容される大きさ、及び形状に形成している。該受け部１３の内周面は、挿入部Ａ３，
Ｂ６の外周面に対して面接触、あるいは、線接触が許容される内径に形成している（図８
、図９参照）。
【００６７】
　窪み部１４、及び切欠き部１５は、上述の展示板５の開口部６に形成した窪み部７、及
び切欠き部８と対応する大きさ、及び形状に形成するとともに、該窪み部７、及び切欠き
部８と対応する位置に配置している（図３～図９参照）。
【００６８】
　受け部１３の下端部には、該受け部１３の下端部と対応する大きさ、及び形状に形成し
た平面視略半円形状の受け板１６を形成している。受け板１６の中央部には、取付け穴１
２に取り付けられた商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本の内部に対して、光源９か
ら投光される光を採光する底面視略矩形の採光窓１７を開口している（図３～図９参照）
。　
　また、採光窓１７を開口する代わりに、例えば受け板１６の略全体を、透光性を有する
プラスチックにより透明に形成してもよい。
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【００６９】
　受け板１６における採光窓１７より後方側の上面側中央部には、商品見本Ａにおける挿
入部Ａ３の底板Ａ４を係止する板状の係止部１８を形成している。　
　係止部１８は、受け部１３における底板Ａ４を係止部１８に係止する係止方向Ｌと対応
する後方側内周面から、該係止方向Ｌと逆方向に向けて略水平に延びるように形成してい
る。
【００７０】
　具体的には、係止部１８は、底板Ａ４の係止が許容される長さ、及び幅に形成するとと
もに、受け板１６の後方側上面から該受け板１６の上面と略平行に前方Ｆヘ延びるように
形成している（図３～図９参照）。
【００７１】
　係止部１８の後端部は、受け板１６における採光窓１７より後方側上面に固定している
。該係止部１８の前端部は、受け板１６の後方側上面より採光窓１７上に突き出している
。　
　係止部１８における採光窓１７上に突き出した前端部には、商品見本Ａにおける挿入部
Ａ３の底板Ａ４に形成した透過部Ａ５と対向して、光源９から投光される光を採光する平
面視略楕円形状の採光窓１９を開口している（図３～図９参照）。　
　また、採光窓１９を開口する代わりに、例えば係止部１８の略全体を、透光性を有する
プラスチックにより透明に形成してもよい。
【００７２】
　係止部１８における採光窓１７上に突き出した前端部には、該係止部１８の下側に向け
て底板Ａ４を押え込みガイドする反り返り部２０を形成している。反り返り部２０は、底
板Ａ４を係止部１８の下側に係止する係止方向Ｌと逆方向に向けて徐々に高くなるように
傾斜、あるいは、曲面に形成している。　
　係止部１８における採光窓１７上に突き出した前端部の外周縁部と、該採光窓１７の内
周縁部との間には、底板Ａ４の差し込みが許容される隙間を形成している（図３～図９参
照）。
【００７３】
　係止部１８における係止方向Ｌと対応する後端部には、後方Ｒに向けて弧状に湾曲する
平面視略弧形状の規制部２１を形成している。受け部１３と規制部２１との間は、商品見
本Ｂにおける挿入部Ｂ６が径方向に挟持される間隔に設定している（図３～図９参照）。
【００７４】
　規制部２１における挿入部Ｂ６の内周面に対して押し当てられる後方側外周面は、取付
け穴１２における径方向の中心部を中心として、挿入部Ｂ６の内周面と対応する曲率半径
に形成するとともに、挿入部Ｂ６を受け部１３に挿入する方向に向けて該規制部２１の上
端側から下端側に向けて徐々に大径となるテーパ面に形成している（図３～図９参照）。
【００７５】
　受け板１６における採光窓１７より後方側の挿入部Ａ３の底板Ａ４が押し当てられる左
右上面には、商品見本Ａの挿入部Ａ３を台本体１１の取付け穴１２に挿入した状態におい
て、該挿入部Ａ３の底板Ａ４の後方側縁部より下方に向けて突出した鍔部Ａ４Ａが係止さ
れる溝部２２を形成している。　
　溝部２２は、底板Ａ４を係止部１８に係止する係止方向Ｌと直交して、採光窓１７の後
方側角隅部から左右の切欠き部１５に向けて左右方向ＲＬに形成している（図３～図９参
照）。
【００７６】
　台本体１１の後面部には、自動販売機１が販売する商品（具体的には飲料ボトルや飲料
缶）に関連する販売促進情報が印刷されたシート状の販売促進体Ｃを差し込むための差込
み部２３を形成している（図３～図９参照）。
【００７７】
　差込み部２３は、販売促進体Ｃの下端部を前後方向ＦＲに挟持する前方側の凸部２４と
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、後方側の凸部２５とを備えている。差込み部２３は上方及び左右の方向に向けて開放し
ている。　
　凸部２４，２５は、台本体１１の後面部に沿って左右方向ＲＬに所定間隔を隔てて配置
するとともに、差込み部２３に差し込まれる販売促進体Ｃの下端部と対向して平面から見
て略千鳥状に配置している（図３～図９参照）。
【００７８】
　さらに凸部２４，２５は、販売促進体Ｃの下端部が挟持される前後間隔を隔てて配置し
ている。凸部２５は、隣り合う凸部２４，２４の間に台本体１１の後面部と対向して配置
している。　
　凸部２４，２５における販売促進体Ｃを挟持する挟持面は、上端側から下端側に向けて
徐々に狭くなるように傾斜、あるいは、曲面に形成している（図３～図９参照）。
【００７９】
　差込み部２３に差し込まれた販売促進体Ｃの下端部は、凸部２４，２５によって平面か
ら見て略波形に湾曲されるとともに、該販売促進体Ｃ自体の復元力によって凸部２４，２
５に対して押し当てられる。　
　これにより、販売促進体Ｃの下端部を差込み部２３に差し込むだけで簡単に取り付ける
ことができる（図３～図９参照）。
【００８０】
　台本体１１における取付け穴１２の周囲の展示面には、販売促進情報が印刷されたシー
ト状の販売促進体Ｄを差し込むための差込み孔２６，２７を多数形成している。差込み孔
２６は、台本体１１における取付け穴１２より前方側の展示面に配置している。差込み孔
２７は、台本体１１における取付け穴１２より後方側の展示面に配置している（図３～図
９参照）。
【００８１】
　販売促進体Ｃ，Ｄは、透光性を有するプラスチックシートにより所望する大きさ、及び
形状に形成している。販売促進情報は、例えば新発売、キャンペーン中、キャッチコピー
、メッセージなどの宣伝広告文、或いは、宣伝広告用の商標、文字、模様、図柄、入替中
等で構成している（図４参照）。
【００８２】
　販売促進体Ｄの下端部に連設した差込み片Ｄ１は、差込み孔２６，２７に対して差し込
んだ際、抜止めされる大きさ、及び形状に形成している。これにより、販売促進体Ｄの差
込み片Ｄ１を、差込み孔２６，２７に差し込むだけで簡単に取り付けることができる（図
４参照）。
【００８３】
　台本体１１における取付け穴１２と対応する前面部は、前方Ｆに向けて弧状に張り出し
た形状に形成している。隣り合う取付け穴１２の間と対応する前面部分は、後方Ｒに向け
て窪んだ形状に形成している（図３～図９参照）。
【００８４】
　上述の商品見本展示台１０Ａを用いて、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を展
示室４内の展示板５上に展示する方法について説明する。　
　先ず、半割り形状の商品見本Ａを展示する場合、商品見本Ａの底部Ａ２Ａに対して、該
底部Ａ２Ａにおける左右方向ＲＬの両端部から中央部に向けて外力を加え、底部Ａ２Ａに
おける挿入部Ａ３の底板Ａ４を下方に向けて弧状に湾曲する（図８（ａ）参照）。
【００８５】
　商品見本Ａにおける挿入部Ａ３の湾曲した底板Ａ４を、台本体１１の取付け穴１２に対
して前方側斜め上方から係止方向Ｌに挿入する際に、挿入部Ａ３の湾曲した底板Ａ４を、
係止部１８の反り返り部２０の斜面に対して係止方向Ｌに当接し、該底板Ａ４を反り返り
部２０の斜面に沿って係止部１８の下側に押え込みガイドする（図８（ａ）（ｂ）参照）
。　
　これにより、挿入部Ａ３の底板Ａ４を、受け部１３の係止部１８の下側に対して確実か
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つ容易に係止することができる。
【００８６】
　挿入部Ａ３の底板Ａ４を、該底板Ａ４の鍔部Ａ４Ａが受け板１６の溝部２２に対して係
止される位置まで差し込み、該鍔部Ａ４Ａを溝部２２に係止した際に、底部Ａ２Ａから外
力を取り除くと、底板Ａ４自体が湾曲する前の状態に復元しようとする復元力により、底
板Ａ４の上面側を係止部１８の下面側に押し当てるとともに、底板Ａ４の下面側を受け板
１６の上面側に押し当てる。さらに底部Ａ２Ａの下面側を台本体１１における取付け穴１
２の周囲の展示面に押し当てる（図８（ｂ）参照）。
【００８７】
　つまり、挿入部Ａ３の底板Ａ４を、受け部１３の係止部１８、及び受け板１６に対して
押し当てるため、商品見本Ａが垂直方向にガタ付くことを防止することができる。　
　さらに底部Ａ２Ａの挿入部Ａ３を取付け穴１２の受け部１３に挿入して、挿入部Ａ３の
前方側外周面を受け部１３の前方側内周面に対して径方向に接触させるため、商品見本Ａ
が水平方向にガタ付くことを防止することができる（図８（ｂ）参照）。
【００８８】
　さらにまた、挿入部Ａ３の本係止部Ａ７と仮係止部Ａ８を、取付け穴１２の窪み部１４
と切欠き部１５にそれぞれ係止するため、商品見本が、取付け穴１２における径方向の中
心部を中心として水平方向に回転することを防止することができる（図３、図４参照）。
【００８９】
　この結果、商品見本Ａが垂直方向、及び水平方向にガタ付くことを防止する効果が相乗
して得られるため、商品見本Ａの向き、高さ、及び位置が変位することをより確実に防止
することができるとともに、商品見本Ａを商品名が印刷された正面と、自動販売機１の正
面とが一致する所定の展示方向に向けて展示した状態により確実に保つことができる。
【００９０】
　上述のように商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を取り付けた商品見本展示台１
０Ａを、自動販売機１における販売機本体２の外扉３に設けた展示室４内の展示板５上に
載置するとともに、商品見本展示台１０Ａの取付け穴１２を展示板５の開口部６と一致さ
せて載置する（図１参照）。あるいは、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を展示
板５上に載置した商品見本展示台１０Ａに取り付けて展示する。
【００９１】
　商品見本展示台１０Ａに取り付けた商品見本Ａを立体的に発光させる場合、展示板５下
方の光源９から投光される光を、商品見本Ａにおける挿入部Ａ３の底板Ａ４に形成した透
過部Ａ５と、台本体１１における受け部１３の受け板１６に開口した採光窓１７と、係止
部１８に開口した採光窓１９とを介して、台本体１１の取付け穴１２に取り付けた商品見
本Ａの内部に対して確実に採光することができる（図８（ｂ）参照）。
【００９２】
　これにより、挿入部Ａ３の底板Ａ４を受け部１３の受け板１６に押し当てた状態、及び
挿入部Ａ３の底板Ａ４を受け部１３の係止部１８に係止した状態であっても、光の採光が
妨げられず、商品見本展示台１０Ａに取り付けた商品見本Ａをより確実に発光させること
ができるとともに、該商品見本Ａに印刷又は装着した表示内容（例えば商標、文字、模様
、図柄等）をより明瞭に表示することができる。
【００９３】
　この結果、商品見本Ａに対する注目度、及びアピール度をより高めることができるため
、自動販売機１に近づく人や商品を購入しようとする人の注目を引くことができる。注目
度の高い商品が積極的に選択及び購入されやすく、商品の販売促進、売上向上を図ること
ができる。
【００９４】
　また、販売促進体Ｃ，Ｄを商品見本展示台１０Ａに取り付ければ、商品見本Ａをより注
目させることができるとともに、自動販売機１が販売する商品の選択購入、販売促進、宣
伝効果、注目度等の訴求力をより高めることができる（図４参照）。
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【００９５】
　次に、円筒形状の商品見本Ｂを展示する場合、商品見本Ｂの底部Ｂ２Ｂに形成した挿入
部Ｂ６を、台本体１１の取付け穴１２に形成した受け部１３に対して上方から垂直に挿入
する際に、挿入部Ｂ６の内周面を係止部１８に形成した規制部２１のテーパ面に押し当て
ながら挿入して、該挿入部Ｂ６を受け部１３と規制部２１との対向面間に挟み込む（図３
、図４参照）。
【００９６】
　底部Ｂ２Ｂにおける挿入部Ｂ６の外周面を、取付け穴１２における受け部１３の内周面
に対して径方向に面接触、あるいは、線接触させるとともに、該挿入部Ｂ６の内周面を、
係止部１８に形成した規制部２１のテーパ面に接触させる（図９参照）。
【００９７】
　これにより、挿入部Ｂ６の外周面と受け部１３の内周面との間に生じる接触抵抗に加え
て、挿入部Ｂ６の内周面と規制部２１のテーパ面とのに生じる接触抵抗が相乗して得られ
るため、展示した商品見本Ｂの向き及び位置が変位したり、ガタ付いたりすることを確実
に防止することができる。
【００９８】
　さらに、挿入部Ｂ６の本係止部Ｂ７と仮係止部Ｂ８を、取付け穴１２の窪み部１４と切
欠き部１５にそれぞれ係止するため、商品見本が、取付け穴１２における径方向の中心部
を中心として水平方向に回転することを防止することができる。　
　この結果、商品見本Ｂを所定の向き、高さ、及び位置に正確かつ確実に取り付けること
ができるとともに、商品見本Ｂを所定の展示方向に向けて展示した状態に保つことができ
る。
【００９９】
　以下、上述の商品見本展示台１０Ａにおけるその他の例について説明する。この説明に
おいて、前記構成と同一または同等の部位については同一の符号を記してその詳しい説明
を省略する。
【０１００】
　（実施例２）　
　上述の実施例１では、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を２個展示する例を説
明したが、図１０、図１１に示すように、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を単
独で１個展示する実施例２の商品見本展示台１０Ｂについて説明する。
【０１０１】
　図１０は取付け穴１２を１個備えた実施例２の商品見本展示台１０Ｂの斜視図であり、
詳しくは、図１０（ａ）は商品見本展示台１０Ｂを前側斜め上方から見た斜視図、図１０
（ｂ）は商品見本展示台１０Ｂを後側斜め上方から見た斜視図である。　
　図１１は商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を１個展示する商品見本展示台１０
Ｂの斜視図である。
【０１０２】
　詳しくは、商品見本Ａ，Ｂのうちいずれか１種類の見本を、商品見本展示台１０Ｂの台
本体１１に形成した１個の取付け穴１２に取り付けた後（図１０、図１１参照）、商品見
本Ａ，Ｂのうちいずれか１種類の見本が取り付けられた商品見本展示台１０Ｂを、自動販
売機１における販売機本体２の外扉３に設けた展示室４内の展示板５上に載置する。ある
いは、商品見本Ａ，Ｂのうちいずれか１種類の見本を展示板５上に載置した商品見本展示
台１０Ｂに取り付ける（図１参照）。
【０１０３】
　これにより、商品見本展示台１０Ｂの高さ分だけ、商品見本Ａ，Ｂのうちいずれか１種
類の見本を高い位置に展示することができる。　
　この結果、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、展示室４内の展示板５上に取
り付けるよりも、商品見本展示台１０Ｂ上に取り付けた１種類の見本のみをより目立たせ
ることができる。
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【０１０４】
　なお、商品見本展示台１０Ｂの台本体１１に形成した取付け穴１２の個数以外の構成は
、実施例１の商品見本展示台１０Ａと略同一であるため、実施例１と略同等の作用、及び
効果を奏することができる。また、商品見本展示台１０Ｂを、例えば２個、３個等の複数
個を組み合わせて配置してもよい。
【０１０５】
　（実施例３）　
　上述の実施例１，２では商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を１個又は２個展示
する例を説明したが、図１２、図１３に示すように、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類
の見本を３個展示する実施例３の商品見本展示台１０Ｃについて説明する。
【０１０６】
　図１２は取付け穴１２を３個備えた実施例３の商品見本展示台１０Ｃの斜視図であり、
詳しくは、図１２（ａ）は商品見本展示台１０Ｃを前側斜め上方から見た斜視図、図１２
（ｂ）は商品見本展示台１０Ｃを後側斜め上方から見た斜視図である。　
　図１３は商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を３個展示する商品見本展示台１０
Ｃの斜視図である。
【０１０７】
　詳しくは、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、商品見本展示台１０Ｃの台本
体１１に形成した３個の取付け穴１２にそれぞれ取り付けるとともに、該商品見本Ａ，Ｂ
を、例えばＡＡＢ、ＡＢＡ、ＢＡＡ、ＢＢＡ、ＡＢＢ等の所望する組み合わせに配置する
（図１２、図１３参照）。
【０１０８】
　商品見本Ａ，Ｂが取り付けられた商品見本展示台１０Ｃを、自動販売機１における販売
機本体２の外扉３に設けた展示室４内の展示板５上に載置する。あるいは、商品見本Ａ，
Ｂのうち所望する種類の見本を展示板５上に載置した商品見本展示台１０Ｃに取り付ける
（図１参照）。
【０１０９】
　これにより、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を１個展示又は２個展示するよ
りも、展示する見本の個数や種類を多くすることができる。　
　この結果、異なる種類、あるいは、同一種類の見本を複数個展示することができるとと
もに、複数種の見本を一緒に目立たせることができる。
【０１１０】
　なお、商品見本展示台１０Ｃの台本体１１に形成した取付け穴１２の個数以外の構成は
、実施例１の商品見本展示台１０Ａと略同一であるため、実施例１と略同等の作用、及び
効果を奏することができる。　
　また、商品見本Ａ，Ｂのうちいずれか１種類の見本を商品見本展示台１０Ｃ上に３個展
示してもよい。さらに商品見本展示台１０Ｃを、例えば４個、５個等の複数の取付け穴１
２を備えた大きさ、及び形状に形成してもよい。
【０１１１】
　（実施例４）　
　上述の実施例１～３では、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、展示室４内の
展示板５上に載置した商品見本展示台１０Ａに展示する例について説明したが、図１４に
示すように、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、展示板５に代わる実施例４の
商品見本展示台１０Ｄに展示する例ついて説明する。
【０１１２】
　図１４は展示板５に代わる実施例４の商品見本展示台１０Ｄの斜視図であり、詳しくは
、図１４（ａ）は商品見本展示台１０Ｄを前側斜め上方から見た斜視図、図１４（ｂ）は
商品見本展示台１０Ｄを後側斜め上方から見た斜視図である。
【０１１３】
　詳しくは、取付け穴１２を、展示室４内に配置した商品見本展示台１０Ｄの板状を有す
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る台本体１１の展示面に設けるとともに、該台本体１１の左右方向ＲＬに所定間隔を隔て
て多数配置している。
【０１１４】
　商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、展示板５に代わる商品見本展示台１０Ｄ
に形成した取付け穴１２に取り付けるとともに、該商品見本Ａ，Ｂを所望する組み合わせ
に配置する（図１４参照）。　
　これにより、商品見本Ａ，Ｂのうち所望する種類の見本を、自動販売機１の正面と一致
する所定の展示方向に向けた展示した状態に取り付けることができる。
【０１１５】
　また、展示板５に代わる商品見本展示台１０Ｄの構成、及び商品見本展示台１０Ｄに形
成した取付け穴１２の個数以外の構成は、実施例１の商品見本展示台１０Ａと略同一であ
るため、実施例１と略同等の作用、及び効果を奏することができる。
【０１１６】
　しかも、商品見本展示台１０Ａ～１０Ｃを用いることなく、商品見本Ａ，Ｂのうち所望
する種類の見本を展示室４内に配置した商品見本展示台１０Ｄ上に直接取り付けることが
できる。また、商品見本展示台１０Ａ～１０Ｃのうち所望する種類の展示台を商品見本展
示台１０Ｄ上に載置してもよい。
【０１１７】
　さらに、商品見本展示台１０Ａ～１０Ｃを展示室４内の展示板５上に載置するような手
間及び作業が省けるとともに、商品見本展示台１０Ａ～１０Ｃの製作に要する費用を削減
することができる。
【０１１８】
　この発明の構成と、前記実施形態との対応において、　
　この発明の鍔係止部は、実施形態の溝部２２に対応するも、　
　この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、請求項に示される
技術思想に基づいて応用することができ、多くの実施の形態を得ることができる。
【０１１９】
　実施例の差込み部２３を、台本体１１の前面部や側面部に設けてもよい。あるいは、差
込み孔２６，２７の数を多くするか、差込み孔２６，２７の位置を変更する等してもよい
。販売促進体Ｃ，Ｄを所望する枚数取り付けるか、所望する配置に取り付けることによっ
て、商品見本Ａ，Ｂをより目立たせることができる。
【０１２０】
　また、販売促進体Ｃ，Ｄを、例えば商品見本Ａ，Ｂの背面、あるいは、周囲を覆う大き
さ、及び形状に形成してもよい。また、商品見本展示台１０Ａ～１０Ｄのうち所望する展
示台を複数組み合わせて配置してもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　ＦＲ…前後方向
　Ｆ…前方
　Ｒ…後方
　ＲＬ…左右方向
　Ｌ…係止方向
　Ａ…商品見本
　Ｂ…商品見本
　Ａ２Ａ，Ｂ２Ｂ…底部
　Ａ３，Ｂ６…挿入部
　Ａ４…底板
　Ａ４Ａ…鍔部
　Ａ５…透過部
　Ｂ５…採光窓
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　Ａ７，Ｂ７…本係止部
　Ａ８，Ｂ８…仮係止部
　Ｃ，Ｄ…販売促進体
　１…自動販売機
　２…販売機本体
　３…外扉
　４…展示室
　５…展示板
　６…開口部
　７…窪み部
　８…切欠き部
　９…光源
　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ…商品見本展示台
　１１…台本体
　１２…取付け穴
　１３…受け部
　１４…窪み部
　１５…切欠き部
　１６…底板
　１７…採光窓
　１８…係止部
　１９…採光窓
　２０…反り返り部
　２１…規制部
　２２…溝部
　２３…差込み部
　２６，２７…差込み孔
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